
志賀町における再エネ推進を目指した 

プラットフォーム構築事業 FS 調査業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務の目的 

この実施要領は、志賀町における再エネ推進を目指したプラットフォーム構築事業

FS 調査業務委託（以下「本業務」という。）の委託業者を選定するにあたり、最適かつ

優秀な提案を選定するため実施するプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）

に関して必要な事項を定めるものである。 

なお、本プロポーザルは、本事業の執行に係る志賀町の補正予算確定を前提とした事

前着手手続きであり、予算成立が事業実施の条件となる。よって、正式な契約について

は、予算成立後となるので、留意すること。 

    

２．業務の概要 

（１）業 務 名   志賀町における再エネ推進を目指したプラットフォーム構築 

          事業 FS 調査業務委託 

（２）業務内容   別添「特記仕様書」のとおり 

（３）履行期間   契約締結日から令和 5 年 3 月 15 日まで 

（４）提案上限額  ３１，４７１，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   

３．担当部署 

志賀町環境安全課 担当：柿本、寺門  

〒９２５－０１９８ 石川県羽咋郡志賀町末吉千古１番地１ 

電    話：０７６７－３２－１１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７６７－３２－３９３３ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kankyouanzen@town.shika.lg.jp  

 

４．選定方式 

選定方式は、本実施要領に記載する企画提案書等を求め、提案者の経験及び実施の能

力、見積価格及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な受託事業者をプロポーザルで

選定する。 

 

５．参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしている単

独事業者でなければならない。 

（１）志賀町財務規則（平成１７年志賀町規則第３５号。以下同じ。）第９９条の規定

mailto:kankyouanzen@town.shika.lg.jp


により作成した請負業者有資格者名簿に登録されていること。 

（２）公告日現在において、志賀町入札参加有資格者の指名停止措置を受けていない者。 

（３）法人として登録されていること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（５）社会更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

てないこと。 

（６）次のアからオまでのいずれにも該当しない者 

ア 志賀町暴力団排除条例（平成２４年３月１６日条例第１号）第２条に規定す

る暴力団又は暴力団員 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している法人。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人 

エ 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与している法人 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

法人 

（７）国又は地方公共団体の発注による本業務の内容と同種の業務（再生可能エネル 

ギー設備計画・設計に関する業務）を過去５年（平成２９年度～令和３年度完 

了業務）において、元請として受注した実績を有する者であること。 

 

６．実施スケジュール 

プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

 内容 日程（期間） 

１ 公告 ６月７日（火） 

２ 質問書の受付 ６月７日（火）～６月１４日（火） 

３ 質問の回答 ６月１４日（火）～６月２１日（火） 

４ 参加表明書及び一次審査書類提出期間 ６月１４日（火）～６月２７日（月） 

５ 一次審査結果の通知 ６月３０日（木） 

６ 企画提案書提出期間 ６月３０日（木）～７月７日（木） 

７ 二次審査結果の通知 ７月上旬予定 

８ 業務委託契約 ７月上旬～７月中旬予定 

 

 



７．質問と回答について 

（１）質問書の提出 

本プロポーザルに関する質問は、質問書【様式１】により提出すること。 

（２）提出期限 

令和４年６月１４日（木）午後５時まで 

（３）提出方法 

電子メールにて提出すること。他の方法による質問は一切受け付けない。 

電子メールの件名は「志賀町における再エネ推進を目指したプラットフォーム

構築事業 FS 調査業務委託に関する質問」とすること。 

（４）提出先 

前記「３．担当部署」に同じ。 

（５）質問の回答 

質問に対する回答は、令和４年６月１４日（木）から令和４年６月２１日（火）

までの間に随時、本町ホームページに掲載する。なお、質問に対する回答は、本

要領及び仕様書等の追加又は修正事項とみなし取り扱う。 

 

８．参加表明書及び一次審査書類の提出について 

参加希望者は、次の方法で参加表明書及び一次審査に必要な書類を提出する。 

（１）提出書類 

ア 参加表明書【様式２】 

イ 会社概要【様式３】 

ウ 業務実績調書（企業）【様式４】 

過去５年（平成２９年度～令和３年度完了業務）の同種業務の契約実績を最

大５件まで記載すること。また、契約実績の内容が確認できる書類（TECRIS

の登録確認書、契約書の写し等）を添付すること。 

エ 配置予定管理技術者調書【様式５】 

管理技術者の氏名、経歴、実績等について記入すること。なお、保有資格に

ついては、証明できる書面の写しを添付すること。 

（２）提出期限 

令和４年６月２７日（月）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 

持参または郵送 

※郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便（封筒の表に「志賀町にお

ける再エネ推進を目指したプラットフォーム構築事業 FS 調査業務委託に係

る公募型プロポーザル参加表明書及び一次審査書類在中」と朱書きすること。）

とし、提出期限まで必着とする。 



（４）提出先 

前記「３．担当部署」に同じ。 

（５）提出部数 

ア～エ（添付書類含む）の順序で製本し（ホッチキスで左２点止め）、以下の部

数提出すること。印刷は片面印刷とする。 

・正本１部（代表者印押印のもの） 

・副本１０部（正本の写し） 

（６）辞退届の提出 

参加表明書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法

で提出すること。なお、この場合でもその他の事業において不利益を被ることは

ないものとする。 

ア 提出書類  辞退届【様式６】 

イ 提出方法  持参または郵送 

ウ 提出先   前記「３．担当部署」に同じ。 

 

９．一次審査について 

参加表明書及び一次審査書類を提出した事業者が６社以上となった場合は、別表１

に示す評価基準に基づき一次審査書類を評価・採点し、企画提案書提出事業者を５社程

度選定する。一次審査結果の通知は令和４年６月３０日（木）に第１報として、参加事

業者全員に電子メールにて連絡し、正式な書面は後日送付することとする。 

 

１０．企画提案書の提出について 

本プロポーザルに関する企画提案書等は、次の方法で提出すること。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書提出届【様式７】 

代表者印押印の上、企画提案書の鑑表紙として提出すること。 

イ 企画提案書【任意様式】 

次の事項について提案を求める。なお、企画提案書を作成する際は、用紙は

Ａ４縦版、横書き、文字サイズ１０．５ポイント以上とし、以下ページ数以

内にて作成すること。 

① 業務の実施方針及び実施体制について（１ページ） 

② 業務スケジュールについて（１ページ） 

③ 再生可能エネルギー導入方法の検討、施設間融通の検討について具体的

提案とその実施手法について（5 ページ以内） 

ウ 見積書【任意様式】 

       本業務の提案見積価格を記載すること。また、内訳書を添付すること。 



（２）提出期限 

令和４年７月７日（木）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 

持参または郵送 

※郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便（封筒の表に「志賀町にお

ける再エネ推進を目指したプラットフォーム構築事業 FS 調査業務委託に係

る公募型プロポーザル企画提案書在中」と朱書きすること。）とし、提出期限

まで必着とする。 

（４）提出先 

前記「３．担当部署」に同じ。 

（５）提出部数 

ア～ウの順序で製本し（ホッチキスで左２点止め）、以下の部数提出すること。

印刷は片面印刷とする。 

・正本１部（代表者印押印のもの） 

・副本１０部（正本の写し） 

 

１１．二次審査について 

（１）評価委員会の設置 

業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定す

るため、本プロポーザル評価委員会を設置する。 

（２）審査及び配点 

評価委員会において、企画提案書提出事業者に対し、別表 1 に示す評価基準に

基づき評価・採点し、最も得点の高かった事業者を優先交渉権者とする。なお、

優先交渉権者が辞退した場合、または優先交渉権者がその資格を喪失した場合

は、次順位の事業者を交渉権者に選定する。 

（３）参加者が１提案者の場合について 

審査において、プロポーザル実施要領、特記仕様書等を満たすと各評価委員が判

断した場合は、その提案者を優先交渉権者として決定する。 

（４）審査結果の通知 

審査結果は、企画提案書提出者全員に対し、令和４年７月上旬【予定】に第１報

として、電子メールにて連絡し、正式な書面は後日送付することとする。また結

果については本町ホームページにも公表する。 

 

１２．失格となる提案者 

参加者が、次に該当する場合は失格となることがある。 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合 



（２）企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）見積額が提案上限額を超えている場合 

（５）選考の公平性を害する行為があった場合 

（６）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、評価委員

会が失格であると認めた場合 

 

１３．その他留意事項 

（１）本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とする。 

（２）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、町は、本業務に係る範囲にお

いて公表する場合、その他町が必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で

使用できる。 

（３）提出された書類は、返却しないものとする。 

（４）提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。 

（５）提出書類等に記載された個人情報は、本業務の受託事業者の選定のみに使用し、

その他の目的には一切使用しない。 

（６）審査の内容についての問合せには一切応じない。また、審査に対する異議申し立

ては受け付けない。 

 

１４．契約手続 

仕様書及び受託事業者の企画提案書等の記載事項を基本に協議の上、契約を締結す

る。企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕

様に反映するものとする。ただし、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、受

託事業者との協議により締結段階で項目を追加、変更及び削除することがある。また、

これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。

なお、辞退その他の理由で契約ができない場合は、次順位者と契約の交渉を行う。 

 

 

  



別表１ 

志賀町における再エネ推進を目指した 

プラットフォーム構築事業 FS 調査業務委託 

プロポーザル評価基準 

 

評価項目 評価基準 配点 
評価

範囲 

企 業

等 の

実 績

及 び

能 力

に 対

す る

評価 

企業の経験 

国又は地方公共団体の発注による本業務の

内容と同種の業務を過去５年（平成２９年度

～令和３年度完了業務）において、元請とし

て受注した実績があるか。 

１０ 

一次

審査 

及び 

二次

審査 

本町又は石川県内でのエネルギー関連業務

実績があるか。 
５ 

予定技術者の

経験及び能力 

管 理

技 術

者 

本業務に関係する資格を保有しているか。 ５ 

国又は地方公共団体の発注による本業務の

内容と同種の業務を過去５年（平成２９年度

～令和３年度完了業務）において、元請とし

て受注した実績があるか。 

１０ 

本町又は石川県内でのエネルギー関連業務

実績があるか。 
１０ 

一次審査 小計 ４０  

企 画

提 案

書 に

対 す

る 評

価 

業務の実施方針及び実施体制について ２０ 

二次

審査 

業務スケジュールについて １５ 

再生可能エネルギー導入方法の検討、施設間融通の検討について具

体的提案とその実施手法について 
４５ 

見積金額に対する評価 １０ 

二次審査 合計（一次審査時の評価も含む） １３０ 
 



 


